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四国電力株式会社    

取締役社長 社長執行役員 

宮 本 喜 弘 

伊方発電所原子炉施設保安規定の変更に関する事前連絡について 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は，弊社事業につきまして格別の

ご理解とご協力を賜り，厚く御礼申し上げます。 

 さて，題記につきまして，下記のとおり安全協定第１０条第１項第１号の規定に基づく事

前連絡を致します。 

敬 具 

記 

１．変更の概要 

脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を

改正する法律の本格施行に伴う核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

等の改正に伴う変更 

２．施行期日 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた後，令和７年６月６日から施行する。ただ

し、令和７年６月６日の前日までに原子力規制委員会の認可を受けていない場合は，原子力

規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

以 上 



別 添

伊方発電所原子炉施設保安規定変更比較表

本資料のうち、枠囲みの範囲は

機密に係る事項ですので公開す

ることはできません。
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設
計

開
発

ｄ
）

品
質

保
証

基
準

原
子

力
本

部
長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
 
(
9
6,
1
1
9
)

原
子

力
部

長

設
計
／
調
達
管
理
標
準
(
原
子
力
発
電

所
)
 
(
11
9
)

土
木

建
築

部
長

設
計

管
理

内
規

 (
1
1
9
)

発
電

所
長

３
条

の
要

求
事

項
３

条
4
.
2.
1

の
分

類

社
内
規

定

－
－

4



  

  

変
更
前
 

 

 
  

  

 

表
１

つ
づ

き
 

一
次

文
書

(
３
条

以
外

の
関

連
条

文
)

制
定
者

二
次

文
書

(
３

条
以

外
の

関
連

条
文

)
制

定
者

7
.
4

調
達

ｄ
）

品
質
保

証
基

準
原
子

力
本

部
長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
原

子
力

部
長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
(
原
子

力
発
電

所
)

土
木
建

築
部

長

調
達

管
理

内
規

発
電
所

長

8
.
1

監
視
測

定
，

分
析

，
評

価
ｄ
）

品
質
保

証
基

準
原
子

力
本

部
長

お
よ
び

改
善

8
.
2
.
1

組
織

の
外

部
の

者
の

意
見

ｄ
）

8
.
5
.
1

継
続

的
な

改
善

ｄ
）

8
.
2
.
2

内
部

監
査

ｃ
）

品
質

保
証

規
程

社
長

内
部

品
質

監
査

要
領

考
査

室
原

子
力

監
査

担
当

部
長

8
.
2
.
3

プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定

ｄ
）

品
質
保
証
基
準
(
1
1
9
の
3
)

原
子
力
本

部
長

原
子
炉
施
設
の
高
経
年
化
対
策

検
討

要
領

 
(
1
1
9
の

4
)

原
子

力
部
長

高
経

年
化

対
策

検
討

標
準

 
(
1
1
9
の

4
)

原
子

力
部

長

新
知

見
情

報
等

の
収

集
及

び
分

析
・

評
価

標
準

(
1
7
の

2
の

2
,
1
7
の
3
)

原
子
力

部
長

改
善

措
置

活
動

管
理

標
準

原
子
力

部
長

改
善

措
置

活
動

管
理

内
規

原
子
力

保
安

研
修

所
長

確
率

論
的

リ
ス

ク
評

価
内

規
原

子
力

保
安

研
修

所
長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
(
原
子

力
発
電

所
)

土
木
建

築
部

長

品
質

保
証

総
括

内
規

発
電
所

長

8
.
2
.
4

機
器

等
の

検
査

等
ｄ

）
品

質
保

証
基

準
原

子
力

本
部

長
検

査
管

理
内

規
 
(
1
1
9
の

2
,
1
1
9
の

3
)

発
電

所
長

8
.
3

不
適
合

の
管

理
ｃ
）

品
質
保

証
基

準
 
(
1
3
3
)

原
子

力
本

部
長

改
善

措
置

活
動

管
理

標
準

原
子
力

部
長

異
常

時
措

置
連

絡
要

領
 
(
1
3
3
)

原
子
力

部
長

非
常

事
態

対
策

要
領

 
(
1
3
3
)

原
子

力
部

長

改
善

措
置

活
動

管
理

内
規

原
子
力

保
安

研
修

所
長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
(
原
子

力
発
電

所
)

土
木
建

築
部

長

品
質

保
証

総
括

内
規

発
電
所

長

8
.
4

デ
ー
タ

の
分

析
お

よ
び

評
価

ｄ
）

品
質
保

証
基

準
原
子

力
本

部
長

改
善

措
置

活
動

管
理

標
準

原
子
力

部
長

改
善

措
置

活
動

管
理

内
規

原
子
力

保
安

研
修

所
長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
(
原
子

力
発
電

所
)

土
木
建

築
部

長

品
質

保
証

総
括

内
規

発
電
所

長

8
.
5
.
2

是
正
処
置
等

ｃ
）

品
質
保
証
基
準

原
子
力
本

部
長

改
善
措
置
活
動
管
理
標
準

原
子
力
部
長

改
善

措
置

活
動

管
理

内
規

原
子
力

保
安

研
修

所
長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
(
原
子

力
発
電

所
)

土
木
建

築
部

長

品
質

保
証

総
括

内
規

発
電
所

長

8
.
5
.
3

未
然
防
止
処
置

ｃ
）

品
質
保
証
基
準

原
子
力
本
部
長

改
善

措
置

活
動

管
理

標
準

原
子

力
部

長

改
善

措
置

活
動

管
理

内
規

原
子
力

保
安

研
修

所
長

設
計

／
調

達
管

理
標

準
(
原
子

力
発
電

所
)

土
木
建

築
部

長

品
質

保
証

総
括

内
規

発
電
所

長

３
条

の
要

求
事

項
３
条

4
.
2
.
1

の
分
類

社
内
規

定

－
－

5



  

 

変
更
後
 

 

 
  

 脱
炭

素
社

会
の

実
現

に
向

け
た

電
気

供
給

体
制

の
確

立
を

図
る

た
め

の
電

気
事

業
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

本
格
施
行
に
伴
う
変
更
 

 

表
１

つ
づ

き
 

一
次
文
書

(
３
条
以
外
の
関
連
条
文
)

制
定
者

二
次
文
書

(
３
条

以
外
の
関
連
条
文
)

制
定
者

7
.
4

調
達

ｄ
）

品
質
保
証
基
準

原
子
力
本
部
長

設
計
／
調
達
管
理
標
準

原
子
力
部
長

設
計
／
調
達
管
理
標
準
(
原
子
力
発
電
所
)

土
木
建
築
部
長

調
達
管
理
内
規

発
電
所
長

8
.
1

監
視
測
定
，
分
析
，
評
価

ｄ
）

品
質
保
証
基
準

原
子
力
本
部
長

お
よ
び
改
善

8
.
2
.
1
組
織
の
外
部
の
者
の
意
見

ｄ
）

8
.
5
.
1
継
続
的
な
改
善

ｄ
）

8
.
2
.
2
内
部
監
査

ｃ
）

品
質
保
証
規
程

社
長

内
部
品
質
監
査
要
領

考
査
室
原
子
力
監
査
担
当
部
長

8
.
2
.
3
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
測
定

ｄ
）

品
質
保
証
基
準
(
1
1
9
の
3
)

原
子
力
本
部
長

原
子
炉
施
設
の
高
経
年
化
対
策
検
討
要
領

原
子
力
部
長
　
　
　
　

高
経
年
化
対
策
検
討
標
準

原
子
力
部
長

新
知
見
情
報
等
の
収
集
及
び
分
析
・
評
価
標
準
(
1
7
の

2
の
2
,
1
7
の
3
)

原
子
力
部
長

改
善
措
置
活
動
管
理
標
準

原
子
力
部
長

改
善
措
置
活
動
管
理
内
規

原
子
力
保
安
研
修
所
長

確
率
論
的
リ
ス
ク
評
価
内
規

原
子
力
保
安
研
修
所
長

設
計
／
調
達
管
理
標
準
(
原
子
力
発
電
所
)

土
木
建
築
部
長

品
質
保
証
総
括
内
規

発
電
所
長

8
.
2
.
4
機
器
等
の
検
査
等

ｄ
）

品
質
保
証
基
準

原
子
力
本
部
長

検
査
管
理
内
規
 
(
1
1
9
の
2
,
1
1
9
の
3
)

発
電
所
長

8
.
3

不
適
合
の
管
理

ｃ
）

品
質
保
証
基
準
 
(
1
3
3
)

原
子
力
本
部
長

改
善
措
置
活
動
管
理
標
準

原
子
力
部
長

異
常
時
措
置
連
絡
要
領
 
(
1
3
3
)

原
子
力
部
長

非
常
事
態
対
策
要
領
 
(
1
3
3
)

原
子
力
部
長

改
善
措
置
活
動
管
理
内
規

原
子
力
保
安
研
修
所
長

設
計
／
調
達
管
理
標
準
(
原
子
力
発
電
所
)

土
木
建
築
部
長

品
質
保
証
総
括
内
規

発
電
所
長

8
.
4

デ
ー
タ
の
分
析
お
よ
び
評
価

ｄ
）

品
質
保
証
基
準

原
子
力
本
部
長

改
善
措
置
活
動
管
理
標
準

原
子
力
部
長

改
善
措
置
活
動
管
理
内
規

原
子
力
保
安
研
修
所
長

設
計
／
調
達
管
理
標
準
(
原
子
力
発
電
所
)

土
木
建
築
部
長

品
質
保
証
総
括
内
規

発
電
所
長

8
.
5
.
2
是
正
処
置
等

ｃ
）

品
質
保
証
基
準

原
子
力
本
部
長

改
善
措
置
活
動
管
理
標
準

原
子
力
部
長

改
善
措
置
活
動
管
理
内
規

原
子
力
保
安
研
修
所
長

設
計
／
調
達
管
理
標
準
(
原
子
力
発
電
所
)

土
木
建
築
部
長

品
質
保
証
総
括
内
規

発
電
所
長

8
.
5
.
3
未
然
防
止
処
置

ｃ
）

品
質
保
証
基
準

原
子
力
本
部
長

改
善
措
置
活
動
管
理
標
準

原
子
力
部
長

改
善
措
置
活
動
管
理
内
規

原
子
力
保
安
研
修
所
長

設
計
／
調
達
管
理
標
準
(
原
子
力
発
電
所
)

土
木
建
築
部
長

品
質
保
証
総
括
内
規

発
電
所
長

３
条
の
要
求
事
項

３
条

4
.
2
.
1

の
分
類

社
内
規
定

－
－

6



   

変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

 （
電
気
主
任
技
術
者
お
よ
び
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
の
職
務
等
）
 

第
９

条
の

２
 

電
気

主
任

技
術

者
お

よ
び

ボ
イ

ラ
ー

・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

は
，

関
係

法
令

を
遵

守
し

，
原

子
力

発
電

工
作
物

※
１
の

保
安
の
監
督
を
誠
実
に
行
う
た
め
，
次
の
各
号
に
定
め
る
職
務
を
責
任
も
っ
て
遂
行
す
る
。
 

(
1
)
 

原
子

力
発

電
工

作
物

の
保

安
の

た
め

の
諸

計
画

の
立

案
に

あ
た

っ
て

は
，

必
要

に
応

じ
て

工
事

，
維

持
，

運
用

に

従
事
す
る
者
（

所
長
を
含
む
。
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
指
示
，
指
導
・
助
言
を
行
う
。
 

(
2
)
 

原
子

力
発

電
工

作
物

の
保

安
上

必
要

な
場

合
に

は
，

工
事

，
維

持
，

運
用

に
従

事
す

る
者

に
対

し
指

示
，

指
導

・

助
言
を
行
う
。

 

(
3
)
 

関
係

法
令

で
定

め
ら

れ
て

い
る

原
子

力
発

電
工

作
物

の
検

査
に

お
い

て
，

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

区
分

に
基

づ
き

検

査
の
指
導
お
よ

び
監
督
を
行
う
。
 

(
4
)
 
所

管
官
庁

が
関

係
法

令
に

基
づ

き
行

う
立

入
検

査
に

は
，

原
則

と
し

て
立

会
う

。
 

(
5
)
 

所
管

官
庁

が
関

係
法

令
に

基
づ

き
行

う
検

査
に

は
，

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

区
分

に
基

づ
き

検
査

へ
の

立
会

ま
た

は

検
査
記
録
の
確

認
を
行
う
。
 

(
6
)
 
そ

の
他
保

安
の

監
督

に
必

要
な

職
務

を
行

う
。

 

２
 

電
気

主
任

技
術
者

お
よ

び
ボ
イ

ラ
ー

・
タ
ー

ビ
ン

主
任
技

術
者

は
，
職

務
を

遂
行
す

る
に

あ
た
り

必
要

に
応
じ

て
関

係
す
る
主
任
技
術
者
と
協
議
す
る
。
 

 ※
１

：
原

子
力

発
電

工
作

物
と

は
，

電
気

事
業

法
第

38
条

に
定

め
る

事
業

用
電

気
工

作
物

の
う

ち
，

電
気

事
業

法
第

1
06

条
に
定
め
る
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
電
気
工
作
物
を
い
う
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
 

  

 （
電
気
主
任
技
術
者
お
よ
び
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
の
職
務
等
）
 

第
９

条
の

２
 

電
気

主
任

技
術

者
お

よ
び

ボ
イ

ラ
ー

・
タ

ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

は
，

関
係

法
令

を
遵

守
し

，
原

子
力

発
電

工
作
物

※
１
の

保
安
の
監
督
を
誠
実
に
行
う
た
め
，
次
の
各
号
に
定
め
る
職
務
を
責
任
も
っ
て
遂
行
す
る
。
 

(
1
)
 

原
子

力
発

電
工

作
物

の
保

安
の

た
め

の
諸

計
画

の
立

案
に

あ
た

っ
て

は
，

必
要

に
応

じ
て

工
事

，
維

持
，

運
用

に

従
事
す
る
者
（
所
長
を
含
む
。
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
指
示
，
指
導
・
助
言
を
行
う
。
 

(
2
)
 

原
子

力
発

電
工

作
物

の
保

安
上

必
要

な
場

合
に

は
，

工
事

，
維

持
，

運
用

に
従

事
す

る
者

に
対

し
指

示
，

指
導

・

助
言
を
行
う
。
 

(
3
)
 

関
係

法
令

で
定

め
ら

れ
て

い
る

原
子

力
発

電
工

作
物

の
検

査
に

お
い

て
，

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

区
分

に
基

づ
き

検

査
の
指
導
お
よ
び
監
督
を
行
う
。
 

(
4
)
 
所

管
官
庁

が
関

係
法

令
に

基
づ

き
行

う
立

入
検

査
に

は
，

原
則

と
し

て
立

会
う

。
 

(
5
)
 

所
管

官
庁

が
関

係
法

令
に

基
づ

き
行

う
検

査
に

は
，

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

区
分

に
基

づ
き

検
査

へ
の

立
会

ま
た

は

検
査
記
録
の
確
認
を
行
う
。
 

(
6
)
 
そ

の
他
保

安
の

監
督

に
必

要
な

職
務

を
行

う
。

 

２
 

電
気

主
任

技
術

者
お
よ

び
ボ

イ
ラ
ー

・
タ

ー
ビ
ン

主
任

技
術
者

は
，

職
務
を

遂
行

す
る
に

あ
た

り
必
要

に
応
じ
て
関

係
す
る
主
任
技
術
者
と
協
議
す
る
。
 

 ※
１

：
原

子
力

発
電

工
作
物

と
は

，
電
気

事
業

法
第
38

条
に
定

め
る
事

業
用

電
気
工

作
物

の
う
ち

，
電

気
事
業

法
第

27
条

の
2
9
の

２
に
定

め
る

原
子

力
を

原
動

力
と

す
る

発
電

用
の

電
気

工
作

物
を

い
う

（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。
 

  

 脱
炭
素
社
会
の
実
現
に

向
け
た
電
気
供
給
体
制

の
確
立
を
図
る
た
め
の

電
気
事
業
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
本

格
施
行
に
伴
う
変
更
 
 

7



   

変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

 （
施
設
管
理
計
画
）
 

第
1
1
9
 
条
 
 
原

子
炉

施
設

に
つ

い
て

原
子

炉
設

置
（

変
更

）
許

可
を

受
け

た
設

備
に

係
る

事
項

お
よ

び
「

実
用

発
電

用
原

 

子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
」
を
含
む
要
求
事
項
へ
の
適
合
を
維
持
し
，
原
子
炉
施
設
の
安
 

全
を
確
保
す
る
た
め
，
以
下
の
施
設
管
理
計
画
を
定
め
る
。
 

  

【
施
設
管
理
計
画
】
 

 １
．
施
設
管
理
の
実
施
方
針
お
よ
び
施
設
管
理
目
標
 

(
1
)
 
社

長
は
，

原
子

炉
施

設
の

安
全

確
保

を
最

優
先

と
し

て
，

施
設

管
理

の
継

続
的

な
改

善
を

図
る

た
め

，
施

設
管

理
 

の
現

状
等

を
踏

ま
え

，
施

設
管

理
の

実
施

方
針

を
定

め
る

。
ま

た
，

1
1
．

の
施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

の
結

果
，

お
 

よ
び

施
設

管
理

を
行

う
観

点
か

ら
特

別
な

状
態
（

6
.
3
 
参

照
）
を

踏
ま

え
施

設
管

理
の

実
施

方
針

の
見

直
し

を
行

う
。
 

(
2
)
 
さ

ら
に
，

第
1
1
9
 
条
の

４
に

定
め

る
長

期
施

設
管

理
方

針
を

策
定

ま
た

は
変

更
し

た
場

合
に

は
，

長
期

施
設

管
理

 

方
針
に
従
い
保
全
を
実
施
す
る
こ
と
を
施
設
管
理
の
実
施
方
針
に
反
映
す
る
。
 

(
3
)
 
組

織
は
，

施
設

管
理

の
実

施
方

針
に

基
づ

き
，

施
設

管
理

の
改

善
を

図
る

た
め

の
施

設
管

理
目

標
を

設
定

す
る

。
 

ま
た

，
1
1
．
の

施
設

管
理

の
有

効
性

評
価

の
結

果
，

お
よ

び
施

設
管

理
を

行
う

観
点

か
ら

特
別

な
状

態
（

6
.
3
参

照
）
 

を
踏
ま
え
施
設
管
理
目
標
の
見
直
し
を
行
う
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
中
略
）
 

 ６
．

３
 
特

別
な

保
全

計
画

の
策

定
 

(
1
)
 
組

織
は
，

地
震

，
事

故
等

に
よ

り
長

期
停

止
を

伴
っ

た
保

全
を

実
施

す
る

場
合

な
ど

は
，

特
別

な
措

置
と

し
て

，
 

あ
ら
か
じ
め
当
該
原
子
炉
施
設
の
状
態
に
応
じ
た
保
全
方
法
お
よ
び
実
施
時
期
を
定
め
た
計
画
を
策
定
す
る
。
 

(
2
)
 
組

織
は
，

特
別

な
保

全
計

画
に

基
づ

き
保

全
を

実
施

す
る

構
築

物
，

系
統

お
よ

び
機

器
が

，
所

定
の

機
能

を
発

揮
 

し
う
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
点
検
に
よ
り
確
認
・
評
価
す
る
時
期
ま
で
に
，
次
の
事
項
を
定
め
る
。
 

ａ
．
点
検
の
具
体
的
方
法
 

ｂ
．
所
定
の
機
能
を
発
揮
し
う
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
・
評
価
す
る
た
め
に
必
要
な
点
検
の
項
目
，
評
価
方
法
 

お
よ
び
管
理
基
準
 

ｃ
．
点
検
の
実
施
時
期
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
中
略
）
 

  

 （
施
設
管
理
計
画
）
 

第
1
1
9
条
 
原
子
炉
施
設
に
つ
い
て
原
子
炉
設
置
（
変
更
）
許
可
を
受
け
た
設
備
に
係
る
事
項
お
よ
び
「
実
用
発
電
用
原

子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
」
を
含
む
要
求
事
項
へ
の
適
合
を
維
持
し
，
原
子
炉
施
設
の
安

全
を
確
保
す
る
た
め
，
以
下
の
施
設
管
理
計
画
を
定
め
る
。
 

  

【
施
設
管
理
計
画
】
 

 １
．
施
設
管
理
の
実
施
方
針
お
よ
び
施
設
管
理
目
標
 

(
1
)
 
社

長
は
，
原

子
炉

施
設

の
安

全
確

保
を

最
優

先
と

し
て

，
施

設
管

理
の

継
続

的
な

改
善

を
図

る
た

め
，
施

設
管

理

の
現
状
等
を
踏
ま
え
，
施
設
管
理
の
実
施
方
針
を
定
め
る
。
ま
た
，
1
1
．
の
施
設
管
理
の
有
効
性
評
価
の
結
果
，
お

よ
び
施
設
管
理
を
行
う
観
点
か
ら
特
別
な
状
態
（
6
.
3
参
照
）
を
踏
ま
え
施
設
管
理
の
実
施
方
針
の
見
直
し
を
行
う
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
2
)
 
 
組

織
は
，

施
設

管
理

の
実

施
方

針
に

基
づ

き
，

施
設

管
理

の
改

善
を

図
る

た
め

の
施

設
管

理
目

標
を

設
定

す
る

。
 

ま
た

，
1
1
．
の
施

設
管

理
の

有
効

性
評

価
の

結
果

，
お
よ

び
施

設
管

理
を

行
う

観
点

か
ら

特
別

な
状

態
（

6
.
3
参

照
） 

を
踏
ま
え
施
設
管
理
目
標
の
見
直
し
を
行
う
。
 

(
3
)
 
 
(
1
)
，
(
2
)
に
お
い
て
は
，
原
子
炉
等
規
制
法
第

4
3
条
の
３
の

3
2
第
１
項
ま
た
は
第
３
項
で
認
可
を
受
け
た
長
期

 

 
 
施
設
管
理
計
画
（
同
法
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
場
合
，
ま
た
は
第
７
項
の
規
定
に
よ
る
 

届
出
を
実
施
し
た
場
合
は
，
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
定
め
ら
れ
た
劣
化
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
等
の
う
 

ち
施
設
管
理
と
し
て
実
施
す
べ
き
も
の
を
反
映
す
る
。
 

 

（
中
略
）
 

 ６
．
３
 
特
別
な
保
全
計
画
の
策
定
 

(
1
)
 
組

織
は
，

地
震

，
事

故
等

に
よ

り
長

期
停

止
を

伴
っ

た
保

全
を

実
施

す
る

場
合

な
ど

は
，

特
別

な
措

置
と

し
て

，

あ
ら
か
じ
め
当
該
原
子
炉
施
設
の
状
態
に
応
じ
た
保
全
方
法
お
よ
び
実
施
時
期
を
定
め
た
計
画
を
策
定
す
る
。
 

(
2
)
 
組

織
は
，
特

別
な

保
全

計
画

に
基

づ
き

保
全

を
実

施
す

る
構

築
物

，
系

統
お

よ
び

機
器

が
，
所

定
の

機
能

を
発

揮

し
う
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
点
検
に
よ
り
確
認
・
評
価
す
る
時
期
ま
で
に
，
次
の
事
項
を
定
め
る
。
 

ａ
．
点
検
の
具
体
的
方
法
 

ｂ
．
所
定
の
機
能
を
発
揮
し
う
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
・
評
価
す
る
た
め
に
必
要
な
点
検
の
項
目
，
評
価
方
法

お
よ
び
管
理
基
準
 

ｃ
．
点
検
の
実
施
時
期
 

 
(
3
)
 
組
織
は
，
運
転
開
始
日
か
ら
起
算
し
て

3
0
年
を
経
過
し
た
プ
ラ
ン
ト
を
地
震
，
事
故
等
に
よ
り
長
期
停
止
す
る
 

場
合
に
お
い
て
は
，
長
期
的
な
劣
化
に
関
す
る
評
価
を
行
い
，
そ
の
結
果
を
考
慮
し
た
特
別
な
措
置
を
定
め
る
。
 

ま
た
，
長
期
停
止
が
継
続
し
，
当
該
評
価
の
実
施
後

1
0
年
を
超
え
な
い
期
間
毎
お
よ
び
そ
の
期
間
中
に
当
該
評
価
 

の
際
に
設
定
し
た
条
件
ま
た
は
評
価
方
法
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
当
該
評
価
を
見
直
す
。
 

 

（
中
略
）
 

  

 脱
炭
素
社
会
の
実
現
に

向
け
た
電
気
供
給
体
制

の
確
立
を
図
る
た
め
の

電
気
事
業
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
本

格
施
行
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

 1
0
．

保
全

の
有

効
性

評
価

 

組
織
は
，
保
全
活
動
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
等
か
ら
，
保
全
の
有
効
性
を
評
価
し
，
保
全
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
 

と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
継
続
的
な
改
善
に
つ
な
げ
る
。
 

 

(
1
)
 
組

織
は
，

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

時
期

お
よ

び
内

容
に

基
づ

き
，

保
全

の
有

効
性

を
評

価
す

る
。

 

な
お
，
保
全
の
有
効
性
評
価
は
，
以
下
の
情
報
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
行
う
。
 

ａ
．
保
全
活
動
管
理
指
標
の
監
視
結
果
 

ｂ
．
保
全
デ
ー
タ
の
推
移
お
よ
び
経
年
劣
化
の
長
期
的
な
傾
向
監
視
の
実
績
 

ｃ
．
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
運
転
経
験
 

ｄ
．
高
経
年
化
技
術
評
価
結
果
 

ｅ
．
他
プ
ラ
ン
ト
の
ト
ラ
ブ
ル
お
よ
び
経
年
劣
化
傾
向
に
係
る
デ
ー
タ
 

ｆ
．
リ
ス
ク
情
報
，
科
学
的
知
見
 

 

（
以
下
略
）
 

    （
原
子
炉
施
設
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
お
よ
び
長
期
施
設
管
理
方
針
）
 

第
1
1
9
条

の
４
 
 
発

電
管

理
部

長
は

，
重

要
度

分
類

指
針

に
お

け
る

ク
ラ

ス
１

，
２

，
３

の
機

能
を

有
す

る
機

器
お

よ
び

 

構
造
物
※
１
な
ら
び
に
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
属
す
る
機
器
お
よ
び
構
造
物
※
１
※
２
に
つ
い
て
，
営
業
運
転
 

を
開

始
し

た
日

以
後

3
0
年
を

経
過

す
る

日
ま

で
に

実
施

し
た

以
下

の
事

項
に

つ
い

て
，

第
1
1
条

の
２

に
定

め
る

原
子

炉
 

の
運
転
期
間
を
変
更
す
る
場
合
そ
の
他
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
を
行
う
た
め
に
設
定
し
た
条
件
，
評
価
方
 

法
を
変
更
す
る
場
合
は
，
当
該
評
価
の
見
直
し
を
行
い
，
そ
の
結
果
に
基
づ
き
，
策
定
し
た
長
期
施
設
管
理
方
針
を
変
 

更
す
る
。
 

(
1
)
 
経

年
劣
化

に
関

す
る

技
術

的
な

評
価

 

(
2
)
 
前

号
に
基

づ
く

長
期

施
設

管
理

方
針

の
策

定
 

 ２
 
長

期
施

設
管

理
方

針
は

添
付

６
に

示
す

も
の

と
す

る
。

 

 

※
１
：
動
作
す
る
機
能
を
有
す
る
機
器
お
よ
び
構
造
物
に
関
し
，
原
子
炉
施
設
の
供
用
に
伴
う
劣
化
の
状
況
が
的
確
に
 

把
握
さ
れ
る
箇
所
を
除
く
。
 

※
２
：
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
，
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
第
4
3
条
第
２
項
に
 

規
定
さ
れ
る
機
器
お
よ
び
構
造
物
を
い
う
。
 

         

 1
0
．

保
全

の
有

効
性

評
価

 

組
織
は
，
保
全
活
動
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
等
か
ら
，
保
全
の
有
効
性
を
評
価
し
，
保
全
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
継
続
的
な
改
善
に
つ
な
げ
る
。
 

 

(
1
)
 
組

織
は
，

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

時
期

お
よ

び
内

容
に

基
づ

き
，

保
全

の
有

効
性

を
評

価
す

る
。

 

な
お
，
保
全
の
有
効
性
評
価
は
，
以
下
の
情
報
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
行
う
。
 

ａ
．
保
全
活
動
管
理
指
標
の
監
視
結
果
 

ｂ
．
保
全
デ
ー
タ
の
推
移
お
よ
び
経
年
劣
化
の
長
期
的
な
傾
向
監
視
の
実
績
 

ｃ
．
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
運
転
経
験
 

ｄ
．
長
期
施
設
管
理
計
画
お
よ
び

6
.
3
(
3
)
に
基
づ
き
行
っ
た
長
期
的
な
劣
化
に
関
す
る
評
価
の
結
果
 

ｅ
．
他
プ
ラ
ン
ト
の
ト
ラ
ブ
ル
お
よ
び
経
年
劣
化
傾
向
に
係
る
デ
ー
タ
 

ｆ
．
リ
ス
ク
情
報
，
科
学
的
知
見
 

 

（
以
下
略
）
 

    第
1
1
9
条
の
4
 
削
除
 

 

 

 脱
炭
素
社
会
の
実
現
に

向
け
た
電
気
供
給
体
制

の
確
立
を
図
る
た
め
の

電
気
事
業
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
本

格
施
行
に
伴
う
変
更
 

   

9



 
 

変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

 

添
付

６
 
長

期
施

設
管

理
方

針
 

（
第
１

１
９
条
の
４
関
連
）
 

   

 添
付

６
 
削

除
 

 

 脱
炭
素
社
会
の
実
現
に

向
け
た
電
気
供
給
体
制

の
確
立
を
図
る
た
め
の

電
気
事
業
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
本

格
施
行
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
中
略
）
 

 

 

（
中
略
）
 

 

附
 
則

（
令

和
 
 
年

 
 
月

 
 
日

）
 

（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
定
は
，
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
後
，
令
和
７
年
６
月
６
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
，
 

令
和
７
年
６
月
６
日
の
前
日
ま
で
に
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
て
い
な
い
場
合
は
，
原
子
力
規
制
委
員
 

会
の

認
可

を
受

け
た

日
か

ら
1
0
日

以
内
に

施
行

す
る

。
 

  附
則
の
追
加
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